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令和８年 3月 31日 
 
 

令和８年度宮内庁調達改善計画 
 
 
１ 調達改善計画の目的 

宮内庁では、これまでも「公共調達の適正化」等の観点から、随意契約の見直しを行い、やむ
を得ない場合を除き、競争入札、企画競争、公募等の競争性のある契約方式への移行等を進めて
きたところであるが、「調達改善の取組の推進について」（令和８年１月 27 日行政改革推進会
議決定）及び「調達改善の取組の強化について（調達改善の取組指針の策定）」（平成 27 年１
月 26 日行政改革推進会議了承）を踏まえて、調達する財・サービスの特性を踏まえ、ＰＤＣＡ
サイクルにより、透明性・外部性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達改善に取り組むため、
以下及び様式１、２のとおり令和８年度宮内庁調達改善計画を定める。 

 
 
２ 調達の現状分析 

令和６年度の宮内庁（地方支分部局、施設等機関含む。）における少額随意契約を除く契約実
績は、契約件数３７９件、契約金額約９，０２９百万円であった。 
契約種別では、競争性のある契約が２７４件（72.3％）、約７，９３７百万円（88％）、競争

性のない契約が１０５件（27.7％）、約１，０９２百万円（12％）となっている。 
前年度（令和５年度）においては、競争性のある契約が２５５件（72.0％）、約９，７２０百

万円（93.4％）、競争性のない契約が９９件（28.0％）、約６８８百万円（6.6％）であり、令和
６年度の競争性のある契約の割合は前年度と比較すると、契約件数は約 0.3％増、契約金額は約
5.4％減と、引き続き競争性の高い調達が実現できている。（表１） 
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表１※１※２ 令和６年度宮内庁における調達の契約種別           （単位：件、百万円) 

契約方式 契約件数 割合 契約金額 割合 

競 

争 

性 

の 

あ 

る 

契 

約 

競争契約※３ 241 63.6％ 3,397 37.6％ 

 最低価格落札方式 238 98.8％※４ 3,370 99.2％※４ 

   うち一般競争契約 (164) － (2,238) － 

   うち指名競争契約 (74) － (1,132) － 

 総合評価落札方式 3 1.2％※４ 27 0.8％※４ 

   うち一般競争契約 (3) － (27) － 

   うち指名競争契約 － － － － 

企画競争による随意契約 1 0.3％ 34 0.4％ 

公募による随意契約 26 6.9％ 199 2.2％ 

不落・不調による随意契約 6 1.6％ 4,307 47.7％ 

小計 274 72.3％ 7,937 88％ 

競争性のない随意契約※６ 105 27.7％ 1,092 12％ 

合計 379 100％ 9,029 100％ 

 
※１ 令和６年度末自己評価の「契約種別規模に係る計数」及び「応札状況に係る計数」に基づき分類。 

※２ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

※３ 競争契約とは、一般競争契約及び指名競争契約をいう。以下表２、表４及び表５について同じ。 

※４ 競争契約に占める、最低価格落札方式又は総合評価落札方式の契約件数及び契約金額の割合である。 

※５ 「競争性のない随意契約」は随意契約（少額随意契約は含まない）から、①企画競争によるもの、②公募を実 

施したもの、③不落・不調によるもの、を除いたものとしている。 

 

次に、応札状況については、調達改善の取組により、競争入札において２者以上の応札を実  
現した案件も複数あるが、例年実施している調達案件については、公表している契約金額では
受注できないと判断する事業者や人手不足等の理由により、応札者の増加が困難な状況もあ
る。 
前年度との比較では、競争入札における契約件数に占める１者応札及び２者以上の割合は、改

善傾向が認められるが、上述のとおり改善されていない案件もあることから、引き続き新規応札
者候補者への入札案内を積極的に取り組むこととしたい。（表２） 
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表２※１※２ 令和６年度宮内庁における調達の応札状況      （単位：件、百万円） 

 １者 ２者以上 合計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

競争契約 

（最低価格落札方式） 
14 119 224 3,251 238 3,370 

  割合 5.9％ 3.5％ 94.1％ 96.5％ 100％ 100％ 

 うち一般競争契約 (14) (119) (150) (2,119) (164) (2,238) 

 うち指名競争契約 － － (74) (1,132) (74) (1,132) 

競争契約 

（総合評価落札方式） 
1 8 2 19 3 27 

  割合 33.3％ 29.6％ 66.7％ 70.4％ 100％ 100％ 

 うち一般競争契約 (1) (8) (2) (1) (3) (27) 

 うち指名競争契約 － － － － － － 

企画競争に 

よる随意契約 
1 34 － － 1 34 

   割合 100％ 100％ － － 100％ 100％ 

公募による 

随意契約※３※４ 
26 199 － － 26 199 

   割合 100％ 100％ － － 100％ 100％ 

 
※１ 令和６年度末自己評価の「応札状況に係る計数」に基づき分類。 

※２ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

※３ 公募を実施した結果、複数者からの応募があり競争契約又は企画競争による随意契約に移行した契約につい 

ては、契約相手方の最終的な選定手続（競争契約又は企画競争による随意契約）により整理し、公募による随 

意契約として整理はしないこととする。なお、この場合における競争参加者数の区分は、公募後に行った競争契 

約又は企画競争による随意契約への競争参加者数により整理する。 

※４ 応募者がいないときに特定の１者と契約を行う場合は、公募による随意契約の１者として整理する。 

 

次に、調達経費の内訳については、公共工事等の契約件数の比較では、前年度と同様に本庁と
地方支分部局等に大差はなかった。（表３）、（表４） 
１者応札となった案件は、医療機器や機械設備等の保守業務などの、契約履行能力及び受注実

績を求めるもの、当庁の仕様（要件、資材、人員、処理能力等）を満たすことができる事業者が
限られているものが傾向として見受けられたほか、事業者自体は入札に興味はあったものの、人
手不足による受注体制の構築困難を理由として入札に参加しないという案件も複数見られた。当
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該案件を含め、１者応札案件については、引き続き仕様要件や工期等の見直し、新規事業者への
入札案内を積極的に取り組むこととしたい。（表５） 
 
表３※１ 令和６年度宮内庁における調達経費の内訳（本庁・地方別） （単位：件、百万円） 

 
本庁 地方支分部局等 全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公
共
工
事
等 

公共工事（造園以外）（A） 44 5,727 20 399 64 6,126 

 割合（A/J） 16.7% 70.7% 19.0% 42.9% 16.9% 67.8% 

公共工事（造園）（B） 35 428 41 317 76 745 

 割合（B/J） 12.8% 5.3% 39.0% 34.1% 20.1% 8.3% 

公共工事に係る調査
及び設計業務等（C） 

6 146 7 25 13 171 

 割合（C/J） 2.2％ 1.8％ 6.7％ 2.7％ 3.4％ 1.9％ 

小計 85 6,301 68 742 153 7,043 

物
品
役
務
等 

情報システム（D）※２ 5 18 － － 5 18 

 割合（D/J） 1.8％ 0.2％ － － 1.3％ 0.2％ 

機械設備点検保守（E） 10 260 6 19 16 279 

 割合（E/J） 3.6％ 3.2％ 5.8％ 2.0％ 4.2％ 3.1％ 

清掃（F） 8 67 2 5 10 72 

 割合（F/J） 2.9％ 0.8％ 1.9％ 0.5％ 2.6％ 0.8％ 

電力（G） － － － － － － 

 割合（G/J） － － － － － － 

ガス（H） 2 90 2 6 4 96 

 割合（H/J） 0.7％ 1.1％ 1.9％ 0.6％ 1.1％ 1.1％ 

その他（I） 164 1,370 27 157 191 1,527 

 割合（I/J） 59.9％ 16.9％ 25.7％ 16.9％ 50.4％ 16.9％ 

小計 189 1,799 37 188 226 1,986 

 合計（J）※３ 274 8,100 105 930 379 9,029 

  72.3％ 89.7％ 27.7％ 10.3％ ※3  
※１ 令和６年度の「契約に関する統計」に基づき分類（少額随意契約は含まない。） 

金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。

※２ 「情報システムは」、システム利用料、改修及び維持管理（賃貸借、運用及び保守含む）等の調達を指 

す。 

※３ 契約件数・契約金額の（本庁／庁全体）及び（地方支分部局等／庁全体）の割合をそれぞれ記載。 

 
  



- 5 - 
 

表４※１ 令和６年度宮内庁における競争契約における調達経費の内訳（本庁・地方別） 
                            （単位：件、百万円） 

 
本庁 地方支分部局等 全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公
共
工
事
等 

公共工事（造園以外）（A） 24 1,259 18 362 42 1,621 

 割合（A/J） 16.3% 49.7% 19.1% 43.0% 17.4% 47.7% 

公共工事（造園）（B） 32 404 41 317 73 721 

 割合（B/J） 21.8% 15.9% 43.6% 37.6% 30.3% 21.2% 

公共工事に係る調査
及び設計業務等（C） 

1 8 7 25 8 33 

 割合（C/J） 0.7％ 0.3％ 7.4％ 3.0％ 3.3％ 1.0％ 

小計 57 1,671 66 704 123 2,377 

物
品
役
務
等 

情報システム（D）※２ 2 10 － － 2 10 

 割合（D/J） 1.4% 0.4% － － 0.8% 0.3% 

機械設備点検保守（E） 6 220 4 5 10 225 

 割合（E/J） 4.1％ 8.7％ 4.3％ 0.6％ 4.1％ 6.6％ 

清掃（F） 7 65 2 5 9 70 

 割合（F/J） 4.8％ 2.6％ 2.1％ 0.6％ 3.7％ 2.1％ 

電力（G） － － － － － － 

 割合（G/J） － － － － － － 

ガス（H） 2 90 2 6 4 96 

 割合（H/J） 1.4％ 3.6％ 2.1％ 0.7％ 1.7％ 2.8％ 

その他（I） 73 497 20 122 93 619 

 割合（I/J） 49.7％ 18.6％ 21.3％ 14.5％ 38.6％ 18.2％ 

小計 90 882 28 138 118 1,020 

 合計（J）※３ 147 2,533 94 842 241 3,397 

  61.0％ 75.2％ 39.0％ 24.8％ ※3  
※１ 令和６年度の「契約に関する統計」に基づき分類（少額随意契約は含まない。） 

金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

※２ 「情報システムは」、システム利用料、改修及び維持管理（賃貸借、運用及び保守含む）等の調達を指す。

※３ 契約件数・契約金額の（本庁／庁全体）及び（地方支分部局等／庁全体）の割合をそれぞれ記載。 
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表５※１ 令和６年度宮内庁における競争契約における一者応札に係る調達経費の内訳（本庁・地方別） 
           （単位：件、百万円） 

 
本庁 地方支分部局等 全体 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

公
共
工
事
等 

公共工事（造園以外）（A） 2 6 － － 2 6 

 割合（A/J） 14.3% 4.9% － － 13.3% 4.7% 

公共工事（造園）（B）    1  16 － －    1   16 

 割合（B/J） 7.1% 13.0% － － 6.7% 12.5% 

公共工事に係る調査及
び設計業務等（C） 

－ － － － － － 

 割合（C/J） － － － － － － 

小計 3 22 － － 3 22 

物
品
役
務
等 

情報システム（D）※２ － － － － － － 

 割合（D/J） － － － － － － 

機械設備点検保守（E）  4 56 － － 4 56 

 割合（E/J） 28.6%  45.5% － － 26.7% 43.8% 

清掃（F） － － － － － － 

 割合（F/J） － － － － － － 

電力（G） － － － － － － 

 割合（G/J） － － － － － － 

ガス（H） 1 6   1 5 2 11 

 割合（H/J） 7.1% 4.9% 100% 100% 13.3% 8.6% 

その他（I） 6 38 － － 6 38 

 割合（I/J） 42.9% 30.9% － － 40.0% 29.7% 

小計 11 101 1 5 12 106 

 合計（J） 14 123 1 5 15 128 

  93.3％ 96.1％ 6.7％ 3.9％ ※3  

※１ 令和６年度の「契約に関する統計」に基づき分類（少額随意契約は含まない。） 

金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

※２ 「情報システムは」、システム利用料、改修及び維持管理（賃貸借、運用及び保守含む）等の調達を指 

す。 

※３ 契約件数・契約金額の（本庁／庁全体）及び（地方支分部局等／庁全体）の割合をそれぞれ記載。 
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３ 調達改善計画の自己評価の実施方法 
 年度終了時点における取組内容及びその効果、実施において明らかになった課題等について自
己評価を行い公表する。また、年度途中に自主点検を行い、その結果を、その後の調達改善の取
組や次年度の調達改善計画の策定に反映させる。 

  なお、自己評価及び自主点検においては、宮内庁契約監視委員会委員長に意見を求めるととも
に、内部監査の事後検証を必要に応じて活用し、評価の精度を高める。 

 
４ 調達改善の推進体制 
⑴ 庁内推進体制 

「宮内庁調達改善推進委員会」を設置する。構成は以下のとおり。 
委員長 皇室経済主管 
委 員 長官官房主計課長 

長官官房用度課長 
管理部管理課長 

⑵ 宮内庁調達改善推進委員会の役割 
① 調達改善計画の策定 
② 調達改善計画の自己評価 

⑶ 外部有識者の活用方法 
   当庁の契約内容に精通する宮内庁契約監視委員会委員長に、調達改善計画の策定及び自己評

価の実施、並びに自主点検の際に意見を求める。 
⑷ 内部監査等の活用 

   内部監査の事後検証及び会計実地検査における検査結果や意見等を調達改善計画の見直し
に活用する。 

 
 

以 上    



重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

　過去の類似入札における入札者等
や、当該分野の類似事業者等を調査
し、積極的に入札案内を行う。

競争性の向上 A H28

　入札公告後５開庁日経過時
点で入札説明書受領者が２者
の場合、新たな入札案内を積
極的に行う。

令和９年
３月

　公告日から入札参加書類提出日ま
での期間を、開庁日１２日間以上とす
る。

事業者への配慮 Ｂ H25
　すべての一般競争入札に適
用する。

令和９年
３月

○ 指名競争入札の改善
　受注能力を把握した上で指名候補
事業者の選定を行う。

競争性の向上 Ａ H31
　すべての指名競争入札に適
用する。

令和９年
３月

　一者応札、不落・不調となった案件
について一覧表を作成し、予定価格
の妥当性の精査・検証等により個別
案件の要因検討に資する。一覧表の
更なる充実を図る。

Ａ R2

　予定価格の妥当性の精査・
検証等及び事業者へのヒアリ
ングや調達案件の特殊性等
の調査を実施した上で要因分
析を行い、一覧表を作成して
庁内で共有することにより対
応策の検討を図る。

令和９年
３月

　一者応札継続案件について、競争
入札方式の変更及び公募への移行を
検討し、外部有識者に意見を伺う。

Ａ R2

　受注可能事業者が１者と想
定される場合は、公募を実施
した上でそれを確認し、外部
有識者に報告する。

令和９年
３月

　次回電力調達時に向け、政府目標
の再生可能エネルギー比率を考慮し
つつ、競争性を確保するため実勢価
格等の動向に関する情報を収集し、
多くの事業者が入札に参加できるよ
う、入札方法を含め、検討を進める。

Ａ R6

　次回調達へ向け、市場調査
を行い、環境に配慮した調達
仕様と入札の競争性確保の
並立を模索し、環境配慮契約
基本方針に則した調達方法等
の検討を行う。

令和９年
３月

　競争性、公正性、透明性等を確保し
つつ、調達事務の効率化や事業者の
負担軽減に資するため、電子メール
による見積書等の徴取を積極的に行
う。
　また、電子調達システムで電子入札
を行った場合は電子契約を行うように
積極的に声掛けを行う。

Ａ R5

　調達事務のデジタル化とし
て、調達事務の効率化や事業
者の負担軽減に繋がる電子
メールによる見積書等の徴取
を積極的に行っていく。
　また、電子契約件数の向上
を図る。

令和９年
３月

　電子契約率向上に向け、随意契約
等の入札によらない契約の電子契約
を推進する。

Ａ R6

　電子契約率を高めるため、
随意契約等の入札によらない
契約についても、事業者に対
し電子契約の案内を実施す
る。
　また、少額物品調達業務の
利用率の向上を目指す。

令和９年
３月

　AIやアプリケーション等の活用を促
進し、調達事務の効率化・簡素化によ
る業務の負担軽減のための検討を行
う。

A R8

　AIを効率的に活用すべく、使
用例をまとめ、庁内に共有す
る。
　また、調達事務の事務負担
を軽減すべくアプリケーション
を利用した担当者間のスケ
ジュール共有等を年度上半期
中に行う。

令和９年
３月

令和８年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度
※１

取組の
開始年度

取組の目標

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

●電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会（第63回）及び
システム設計ＷＧ（第84回会合）」（令和７年10月30日デジタル庁)。
電子入札率＝電子入札実施案件数÷開札案件数
・電子入札実施案件数：開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が少なくとも1社存在する開札案件数。（随意契約は含ま
ず。）
・開札案件数：調達実施申請が完了し、入札対象となった案件のうち、電子調達システムにおいて開札が執行された案件数。（随意契約は含ま
ず。）
電子契約率（入札案件）＝（電子契約案件数（入札案件）＋請書省略案件数（入札案件））÷開札案件数
・電子契約案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。（随意契約は含まず。）
・請書省略案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（全案件）＝（電子契約案件数＋請書省略案件数＋少額物品調達案件件数）÷（調達実施申請件数＋少額物品調達案件数）
・請書省略案件数：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。
・少額物品調達案件数：少額物品調達業務において契約締結済となった案件数。
・調達実施申請件数：調達実施案件登録で調達実施申請案件を作成し、決裁まで完了した案件数。（一時保存状態の案件数は含まず。）
※電子契約率（全案件）は、電子調達システムに登録せず、入札から契約までが紙のみで完了する案件は対象外であり、GEPS（少額物品調達
業務も含む）を用いて契約した案件が対象である。
※年度をまたいで入開札・契約が行われる案件がある際などに、電子入札率・電子契約率が100%を超える場合がある。（例：3月に入札公示、4
月に開札の案件）

一者応札の改善

調達改善に向けた審査・管理の充実

調達事務のデジタル化の推進

○

○

○

様式１



継続

継続

継続

新規
調達事務担当者等に向け、会計事務に関する資料
等の更新・改良を行い、組織全体としての意識向上
に努める。

少額物品調達業務では対応が難しい調達に対して
は、オープンカウンター方式も継続的に行う。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

発注予定情報を当庁ホームページに掲載、四半期
ごとに掲載内容を更新して事業者へ積極的に案内
を行う。

海外出張経費の精算及び高速料金の支払いに当
たって、引き続きクレジットカード決済を実施する。

様式２
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